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感染症対策等のための「オンライン授業」期間の延長について 
  

日頃より、本市の教育施策並びに各学校の教育活動につきまして、ご理解とご協力を賜り、厚く御礼申

し上げます。 

また、先般２月 10日（木）までの感染症対策等のための「オンライン授業」の重点実施について、ご

協力をお願いしたところ、実に多くのご家庭で「オンライン授業」にご参加いただきました。改めて御礼

申し上げます。 

このような中、現在、清瀬市立学校の児童・生徒並びに関係者にも多数の感染者及び濃厚接触者が出て

いる状況です。 

これを受け、本市では、更に対策を継続していくことが必要と判断し、「オンライン授業」期間を延長

することとしました。 

保護者の皆様には再度のお願いとなり、誠に恐縮ではありますが、改めて「オンライン授業」への参加

について可能な限りの御協力をお願いいたします。 

つきましては、延長に伴う「オンライン授業への参加」及び「給食の希望」について、児童のタブレッ

トを利用し、アンケート形式で確認させていただきます。 

アンケートに必要事項を入力の上、２月７日（月）１２時までに回答を送信してください。 

また、タブレットを使用しての回答が難しい場合は、学校までお電話にてご連絡ください。 

 なお、「オンライン授業」を受けることにより登校しなかった日数は欠席の扱いとなりません。 

 
 

記  

１ 「オンライン授業」の延長期間 

令和４年２月１４日（月）から令和４年２月１８日（金）まで 
※ 新たに感染拡大に伴う対応が必要となった場合には、再延長の可能性があります。 
※ ２月２１日（月）より登校及び「対面による授業」を再開します。 

※ ２月２１日（月）からは原則、給食を再開します。 

 
２ 「オンライン授業」の方法等について 
（１）内 容 原則、自宅で「オンライン授業」を受けることになります。 
（２）給 食 ご都合により希望する場合には、可能な限り提供できるよう対応します。 
 
３ 授業時程について ※２月１０日（木）までと、変更ありません。 
 

４ ２月２１日（月）通常授業再開時の対応について 

○ ２月２１日（月）より登校及び「対面による授業」を再開する予定です。 

○ ２月２１日（月）からは原則、給食を再開する予定です。 

   ○ ２月２１日(月)以降もオンライン授業（ライブ配信）を希望される場合は、給食再開希望日

をお知らせください。（アンケートの③にご記入ください） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

５ オンライン授業参加についてのアンケート 回答方法 

（１）児童用のタブレットから「持ち帰り用クラスルーム」を開いてください。 

（２）「オンライン授業延長の対応期間の対応について」をタップしてください。 

（３）学年 組 児童名 質問にご回答ください。 

（４）送信してください。 

 



 

６ タブレット利用上のお願い 

（１）タブレット使用時は、食べ物や飲み物などをそばに置かないようにしてください。タブレットを

汚したり、水分がかかったりして、壊れる原因になります。 

（２）ＱＲコードは、汚れたり折れたりすると、タブレットが読み込まなくなってしまいます。ＱＲコ

ードの管理についてもご配慮をお願いします。 

 

７ その他 

・ ご家庭のご都合で、自宅でオンライン授業を受け、給食の提供を希望される場合は、登下校の安全

に十分注意するようお子様にお伝えください。 

・ 登下校に保護者が付き添える場合は付き添いをお願いします。 

・ 給食前後の登下校の時間に、通学路の見守りしていただける方がいらっしゃいましたら、児童の安

全確保へのご協力をお願いします。 

・ 学童クラブは、原則、開所しますが、「オンライン授業」を行っている時間帯には通うことができ

ませんので、ご留意ください。 

・ 放課後子ども教室「まなべー」については、可能な限りご利用をお控えください。 

・ 放課後の外出はできるだけ控え、感染対策を十分に図ってください。 

・ 体調不良でオンラインに参加できない場合や給食を申し込んでいても食べない日は、朝必ずお電話

でご連絡ください。 

・ オンラインがつながらない場合は、一度ログアウトしていただき、再度入り直してください。それ

でもつながらない場合は、学校にご連絡ください。 

・  

〔担当〕 
 清瀬市立清瀬第三小学校 副校長 吉田 有子 

                   電 話 ０４２（４９３）４３１３ 
 

 

 

【調査】延長期間のオンライン授業参加希望票 

① 自宅での「オンライン授業」に参加 【 できます  ・  できません 】 

※「できません」の場合は、登校して「オンライン授業」に参加することになります。 

 

② 給食の提供を 【 希望します  ・  希望しません 】 

※「希望します」の場合は、登校して給食を食べることになります。 

     

    ③２月 21 日（月）通常授業再開後も自宅でのオンライン授業を希望する場合のみお答えください。 

 

 

 

    

   年   組 

 

児童氏名 （          ）  保護者氏名 （           ） 

※この希望票を提出した後に変更が生じた場合は、速やかに学校へご相談ください。 

給食再開希望日  月  日 （   ） 

 

切り取り 

２月７日(月)１２時締切 


